
 第10期高齢者お達者プラン(加賀市介護保険
事業計画・加賀市高齢者福祉計画)の策定について
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　計画策定の趣旨

• 加賀市介護保険事業計画・加賀市高齢者福祉計画は、本市にお

ける介護保険制度と高齢者に関する福祉事業の円滑な実施に関

する総合的な計画として、取り組む課題と目的を明らかにし、

施策の方針と具体的な目標を定めるものです。

• 加賀市認知症施策推進計画は、令和6年に認知症基本法が施行

され、当該計画策定が市町の努力義務となったことを受けて、

認知症の人を含めた市民一人一人がその個性と能力を十分に発

揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する

活力ある社会（共生社会）の実現を推進することを目的として、

認知症施策の基本となる事項を定めるものです。
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　計画の概要

（１） 計画の基本指針に盛り込むことが考えられる

　　　主な事項（国資料から）

 ① 介護サービス基盤の計画的な整備

 ② 地域包括ケアシステムの深化

 ③ 介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、　　

　　経営改善支援等
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【出典】令和7年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
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　計画の概要

（２） 他の計画との関係

 本計画は、社会福祉法の規定に基づく地域福祉計画及び健康増進法の規定に基づく健
康増進計画と整合性をとり、令和9年度からを計画期間とする「加賀市ビジョン」 
（仮）に則して定めるものです。

（３） 計画に盛り込む事項（予定）

①加賀市の現状と将来推計

   ・高齢者の現状と将来推計 ・介護保険事業の状況 ・高齢者施策の状況 ・現状から見える今後の課題

②日常生活圏域と地域の状況

   ・日常生活圏域の設定 ・地域の状況

③基本理念と施策体系　

   ・地域包括ケアビジョンとその方向性 ・基本理念と施策体系

   ・地域の実情に応じたサービス提供体制の構築

   ・介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援等 ・認知症施策推進計画

④介護保険事業の見込みと介護保険料

   ・要介護認定者数等の推計 ・介護（予防・地域支援事業）サービス種類ごとの見込み量

   ・事業に係る費用の見込み ・第1号被保険者の介護保険料の算定・中長期的な事業の見込み
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　計画期間

•本計画は、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上

となり、現役世代の減少が顕著になる 2040（令

和22）年に向けて、中・長期的な視野に立った目

標を設定し、取組みを行う令和9年度（2027年

度）から令和11年度（2029年度）までの3か年を

計画期間とします。
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　策定スケジュール（予定）

日付 内容

令和7年 10月 健康とくらしの調査　

令和8年 3月 在宅介護実態調査　

4月～5月 在宅生活改善調査、居所変更実態調査

5月～6月 介護人材実態調査、サービス提供体制意向調査

6月 地域ケア会議や相談履歴等からの地域課題の把握

6月 策定方針の決定

8月～9月 介護サービス事業者ヒアリング

12月 計画素案の提示

令和9年 2月 計画最終案の提示

3月 計画案の確定

実
施
済

６

実
施
済

実
施
済


